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母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令の公布について 

 

 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政調査会

決定）においては、書面掲示、目視等を義務付けるアナログ規制について点検・見直しをすることと

され、令和４年 12 月末に公表された工程表に基づき、順次見直しが行われているところです。 

今般、当該工程表において、現行法上フロッピーディスク等特定の記録媒体での提出等を求める規

定について、手続のオンライン化の支障となっていることから新たな情報通信技術の導入・活用に円

滑に対応できるよう見直しを行う方針が示されたことを踏まえ、母体保護法施行規則（昭和 27 年厚

生省令第 32 号）の一部が改正され、こども家庭庁成育局母子保健課より各都道府県等宛に別添の通

知がなされるとともに本会に対しても周知方依頼がありました。 

本改正により、不妊手術又は人工妊娠中絶の都道府県知事への届出等について、フロッピーディス

ク等の特定の記録媒体（フレキシブルディスク）以外の方法（電磁気的記録媒体やオンライン）が可

能となります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機関

に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和５年 12 月 27 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

こども家庭庁成育局母子保健課 

 

母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令の公布について（周知） 

 

平素よりこども家庭行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジ

タル臨時行政調査会（以下「臨調」という。）決定）において、書面掲示、目視

等を義務付けるアナログ規制については点検・見直しをすることとされ、令和４

年 12 月末の第６回臨調において公表された工程表に基づき、順次見直しが行わ

れているところです。当該工程表では、現行法上フロッピーディスク等の特定の

記録媒体での提出等を求める規定について、手続のオンライン化の支障となっ

ていることから、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう見直

しを行うことといった見直し方針が示されたことを踏まえ、母体保護法施行規

則（昭和 27 年厚生省令第 32 号）の一部を改正いたしました。 

別添のとおり、都道府県知事及び市区町村長宛に通知を発出しておりますの

で、内容を御了知いただき、貴団体におかれては、貴管下の会員への周知をよろ

しくお願いいたします。 
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令和５年 12 月 27 日  

 

都 道 府 県 知 事 

    市 区 町 村 長 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令の公布について 

 

 

令和５年 12月 26日、「母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令

和５年内閣府令第 86 号。以下「改正府令」という。）が別添１のとおり公布さ

れ、母体保護法施行規則（昭和 27年厚生省令第 32号。以下「母体保護規則」）、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成 26年内閣府令第 39号。以下「運営基準」という。）

及び子ども・子育て支援法施行規則（平成 26年内閣府令第 44号。以下「子子規

則」という。）についてもその一部が改正されたところです。 

改正府令の改正の趣旨及び内容（成育局関係部分に限る。）は下記のとおりで

すので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知を図られますよ

うお願いします。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デ

ジタル臨時行政調査会（以下「臨調」という。）決定）において、書面掲示、

目視等を義務付けるアナログ規制については点検・見直しをすることとされ、

令和４年 12 月末の第６回臨調において公表された工程表に基づき、順次見直

しが行われている。 

 当該工程表では、 

・現行法上フロッピーディスク等の特定の記録媒体での提出等を求める規定

について、手続のオンライン化の支障となっていることから、新たな情報通信

技術の導入・活用に円滑に対応できるよう見直しを行うこと 

・標識等について書面の掲示等を義務付けている規制について、当該掲示に加

殿 各 



 

 

えて、その内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければなら

ないこととするよう見直しを行うこと 

といった見直し方針が示されたところ。 

 これを踏まえ、母体保護規則、運営基準、子子規則について、所要の改正を

行うもの。 

 

第２ 改正の内容 

（１）母体保護法施行規則の一部改正（第１条関係） 

母体保護規則第 29 条から第 32 条まででは、母体保護規則第９条に規定す

る受胎実地指導員の指定に係る都道府県知事への申請及び母体保護規則第 27

条第１項に規定する不妊手術又は人工妊娠中絶の都道府県知事への届出（以下

「届出等」という。）について、フレキシブルディスクの提出による手続が可

能であること及び手続にあたり必要な事項について規定しているところ、これ

らの規定について、フレキシブルディスク以外の「電磁的記録媒体」による提

出も可能とするための改正を行う（母体保護規則第 29 条から第 32 条まで関

係）。 

なお、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル

社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 63 号）第２条によ

る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151

号）第 10 条第２号の改正に伴い、申請等のうち当該申請等に関する他の法令

の規定において電子情報処理組織を使用する方法以外の情報通信技術を利用

する方法により行うことが規定されているものについて、当該法令の規定にか

かわらず、電子情報処理組織を使用する方法で行うことができることとされ、

母体保護規則に規定する届出等についても同様に当該電子情報処理組織を使

用する方法により行うことができることとされた。 

なお、当該電子情報処理組織を使用する方法で行う場合は内閣府の所管する

こども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律施行規則（令和５年内閣府令第 39 号）及び電子情報処理組織による手続

等に関する告示（令和５年こども家庭庁告示第１号）に規定された電子情報処

理組織を使用する方法等により行う必要があり、詳細な方法等については同規

則及び同告示を参照されたい。 

 

（２）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正（第２条関係） 

運営基準第 23 条に規定する施設の重要事項の書面掲示の義務付けを見直し、

書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならな

いこととする（運営基準第 23条関係）。 

 運営基準第 62 条に規定する、磁気ディスク及びシー・ディー・ロム等の使



 

 

用による記録の交付を定めた規定における「磁気ディスク、シー・ディー・ロ

ムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物」について、技術中立性を明らかにする観点から、媒体の種類を示さ

ない形の「電磁的記録媒体」に改め、文言の適正化を図ることとする（運営基

準第 62条関係）。 

 なお、特定教育・保育施設等については、子ども・子育て支援法（平成 24年

法律第 65 号。以下「法」という。）第 58 条の規定に基づき、都道府県は、利

用者の選択に資する特定教育・保育施設等の提供する教育・保育の内容及び当

該施設等の運営状況に関する情報（教育・保育情報）について、当該施設等か

ら報告を受け、その後、報告された内容を公表しなければならないこととされ

ている。この公表については、別添２の「子ども・子育て支援情報公表システ

ム運用開始について（特定教育・保育施設等）」（令和２年５月 29 日付け事務

連絡）においてお示しの通り、子ども・子育て支援情報公表システム（ここｄ

ｅサーチ）を利用して都道府県が情報公表を実施した場合には、法第 58 条の

規定に基づき、情報公表を実施したものとみなされる。 

運営基準第 23 条の規定に基づく、利用申込者の特定教育・保育施設の選択

に資すると認められる重要事項の掲示については、法第 58 条の規定に基づく

公表の対象とされている事項と同旨の事項の掲示を求めるものであることか

ら、本システムを利用して都道府県が情報公表を実施した場合には、改正後の

運営基準第 23条の規定に基づく掲示をしたものとみなされる。 

 

（３）子ども・子育て支援法施行規則の一部改正（第３条関係） 

子子規則第１条第１号ヘ(22)に規定する認可外保育施設における保育サー

ビスの内容の書面掲示の義務付けを見直し、書面掲示に加え、インターネット

を利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする（子子規則第１条第

１号ヘ(22)関係）。 

なお、公衆の閲覧に供する際の具体的な方法については、別添３の「「認可

外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正等に伴う子ども・子

育て支援情報公表システム（ここ de サーチ）の改修予定について」（令和５

年 12月 18日付け事務連絡）においてお示ししたとおり、子ども・子育て支援

情報公表システム（ここ de サーチ）への掲載とすることとしており、必要事

項を登録できるよう、同システムを改修予定である。 

 

第３ 施行期日 

改正府令は、公布の日（令和５年 12月 26日）から施行すること。（ただし、

改正府令第２条中運営基準第 23 条の改正規定及び第３条の改正規定は、令和

６年４月１日から施行すること。） 

 



 

 

【添付資料】 

（別添１）官報「母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和５年

内閣府令第 86号） 

（別添２）「子ども・子育て支援情報システム運用開始について（特定教育・保

育施設等）」（令和２年５月 29日付け事務連絡） 

（別添３）「「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正等に

伴う子ども・子育て支援情報公表システム（ここ de サーチ）の改修予定につ

いて」（令和５年 12月 18日付け事務連絡） 

（別添４）子ども子育て支援法（平成 24年法律第 65号）（抄） 
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に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す

る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
等
）

（
掲
示
）

第
二
十
三
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営

規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負

担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施

設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し

て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受

信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め

に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放

送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）に

よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営

規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負

担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施

設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
六
十
二
条

﹇
略
﹈

第
六
十
二
条

﹇
同
上
﹈

２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
府
令
の
規

定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ

２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
府
令
の
規

定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
内
閣
府
令
第
八
十
六
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
母
体

保
護
法
を
実
施
す
る
た
め
、
母
体
保
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄
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れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は

提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等

利
用
給
付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
」
と
い
う
。）

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い

う
。）を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
特
定
教
育
・
保
育

施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、

当
該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な

す
。

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は

提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等

利
用
給
付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
」
と
い
う
。）

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い

う
。）を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
特
定
教
育
・
保
育

施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、

当
該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な

す
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る

方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

﹇
３
〜
６

略
﹈

﹇
３
〜
６

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
の
基
準
）

（
法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
の
基
準
）

第
一
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
七
条
第
十
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
七
条
第
十
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の

う
ち
、
一
日
に
保
育
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
数
が
六
人
以
上
で
あ
る
も
の

次
に
掲
げ

る
全
て
の
事
項
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の

う
ち
、
一
日
に
保
育
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
数
が
六
人
以
上
で
あ
る
も
の

次
に
掲
げ

る
全
て
の
事
項
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
イ
〜
ホ

略
﹈

﹇
イ
〜
ホ

同
上
﹈

ヘ

健
康
管
理
及
び
安
全
確
保

ヘ

健
康
管
理
及
び
安
全
確
保

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
が
、
当
該
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
と
こ

ろ
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
電
気

通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送

信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応

じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。）に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
が
、
当
該
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
と
こ

ろ
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
同
上
﹈

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

電
子
署
名

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

イ

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 火曜日 第号官 報



ロ

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他

の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営

す
る
も
の
を
い
う
。）の
官
職
証
明
書
に
基
づ

く
電
子
署
名

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ハ

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機

関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い

う
。）の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

（
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

（
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
五
条

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
同
上
﹈

２

法
第
七
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
又
は
準
じ
て
す

る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
と
は
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通
知

等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
う
こ
と

を
い
う
。

２

法
第
七
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
又
は
準
じ
て
す

る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
と
は
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通
知

等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
電

子
証
明
書
を
当
該
処
分
通
知
等
に
添
付
す
る
こ
と

を
い
う
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
十
三
条

行
政
機
関
等
が
、
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
又
は
準
じ
て
、
電
磁
的
記
録
に

よ
る
作
成
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
作

成
等
に
係
る
事
項
を
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す

る
方
法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、当
該
作
成
等
は
、ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
（
官
民
デ
ー
タ

活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ

ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
の
情
報
通
信

技
術
の
進
展
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

行
政
機
関
等
が
、
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
又
は
準
じ
て
、
電
磁
的
記
録
に

よ
る
作
成
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
作

成
等
に
係
る
事
項
を
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

方
法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

行
政
機
関
等
が
、
内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も

家
庭
庁
関
係
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
の

進
展
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
保
存

に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
保
存

に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記

録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る

方
法

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気

デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ

（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）に

よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間

事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る

方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ

（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）に

よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間

事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る

方
法

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付

等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付

等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

令和年月日 火曜日 第号官 報 



二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定

は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

省

令

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
号

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
五
十
一
条
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に

基
づ
き
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
を
削
る
。

（
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

（
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
る
。

（
未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
削
る
。

（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
削
る
。

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を「（
手
帳
の
返
還
）」に
改
め
、
同
条
中
「
届
出
義
務
者
は
」
の
下
に
「
、
速
や
か
に
」を
加
え
、

「
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
」
を
「
、
戦
傷
病
者
手
帳
を
返
還
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

（
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
削
る
。

（
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
削
る
。

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
六
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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事 務 連 絡 

令和２年５月 29 日 

      都 道 府 県 

 各 指 定 都 市 子ども・子育て支援新制度担当部局 御中 

   中 核 市 

 

 

内閣府子ども・子育て本部 

参事官（子ども・子育て支援担当）付 

 

 

子ども・子育て支援情報公表システム運用開始について（特定教育・保育施設

等） 

 

 

平素より、子ども・子育て支援施策の推進にご尽力いただき、誠にありがとう

ございます。 

「「子ども・子育て支援情報公表システム」（以下「本システム」という）運用

開始に向けた対応について」（令和２年４月 15 日付事務連絡）に基づき、スケジ

ュール見直しをし、令和２年６月１日より本システムの運用を開始いたします

ので、ご活用いただきますようお願いいたします。 

また、今年度、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課において本システムに機

能を追加する形で児童福祉施設を対象とした災害情報共有システムを構築する

予定です。 

なお、都道府県におかれましては、管内の市区町村にご周知いただきますよう

お願い致します。 

 

※ 本事務連絡では、本システムにおける特定教育・保育施設等に関する内容を

記載しております。認可外保育施設に関する内容は、別添の事務連絡「子ど

も・子育て支援情報公表システム運用開始について（認可外保育施設）」をご

確認ください。 

 

 

 

笘谷奈津子(TOMATANINatsuk
テキストボックス
（別添２）
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（別 紙） 

 

１．子ども・子育て支援情報公表システムの概要 

  令和元年 10 月から施行された幼児教育・保育の無償化により、幼児教育・

保育の質への関心が高まっているところであり、利用者の選択に資する教育・

保育施設の情報公表を積極的に実施することにより、幼児教育・保育の質の向

上が促されることが重要であり、教育・保育施設の広域利用を希望する利用者

の利便性にも考慮して、ひとつの Web サイト上で圏域を越えた施設情報にア

クセスすることを可能とするシステムを独立行政法人福祉医療機構において

構築し、運用するものです。 

特定教育・保育施設等については、子ども・子育て支援法第 58 条の規定に

基づき、都道府県は、特定教育・保育施設等の提供する教育・保育の内容及び

当該施設等の運営状況に関する情報（教育・保育情報）について、当該施設等

から報告を受け、その後、報告された内容を公表しなければならないこととさ

れています。この報告から公表までをインターネットに接続されたシステム

上で実施するものであり、本システムを利用して情報公表を都道府県が実施

した場合は、子ども・子育て支援法第 58 条の規定に基づき情報公表を実施し

たとみなされます。 

また、特定教育・保育施設から市町村への確認情報の届出の一部についても、

市町村の判断により、本システムへの登録をもって代えることも差し支えあ

りません。 

 

２．本システムの操作方法について 

 本システムの操作説明書など、運用に必要な情報は、順次以下 URL に掲載し

てまいります。 

 【子ども・子育て支援情報公表システム関係連絡板】 

  https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/kdmsys/ 

 

３．施設情報登録について 
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特定教育・保育施設等については、６月１日以降に子ども・子育て支援全国

総合システムから移行されたデータの更新、都道府県知事が必要と認める事

項（独自項目）の登録、７月１日以降に各事業所に ID を発行し、各事業所に

よる施設情報の入力作業、８月１日以降に市町村による確認作業という流れ

になります。 

新規開設等、未登録の施設については６月１日の運用開始以降、施設情報を

各自でシステムに入力いただきますようお願い致します。 

 

３．ＩＤ及びパスワードの配布について 

ＩＤ及びパスワードの配布については、 

・ 自治体宛て 令和 2 年 6 月 1 日（月） 

・ 事業所宛て 令和 2 年 7 月 1 日（水） 

以降に、本システムからメール配布いたします。 

なお、7 月 1 日以降における ID 及びパスワードの配布については、自治体

による本システムへの事業所登録が完了すると、その都度、本システムより対

象事業所宛てにメール配布する流れとなります。 

 

４．留意事項 

（１）前述の「１．子ども・子育て支援情報公表システムの概要」でも案内の

とおり、特定教育・保育施設等情報の報告、公表にあたっては、対象施設が

圏域を越えて提供されている実態を踏まえ、利用者等の利便性を確保する

ために、インターネット上で全国の施設等情報が閲覧、検索できるよう、独

立行政法人福祉医療機構が運営する本システムを通じて一元的に行うこと

とし、本システムを利用して情報公表を都道府県が実施した場合は、子ど

も・子育て支援法第 58 条の規定に基づき情報公表を実施したものとみなさ

れます。 

 

（２）本システムによる報告、公表については以下のとおりとします。 

 ア 報告の方法 

  事業者は、原則、本システムを通じ都道府県等へ報告することとする。 

イ 公表情報の更新 

公表情報について毎年度更新するものとする。 

（公表情報に変更がない場合も、その旨を届出するものとする。） 
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 ウ 公表の時期 

  令和２年度の情報公表の時期については、９月末に一律公表を行う。 

以降、公表の時期については、事業者による報告後、各自治体による確認等

を踏まえ、都道府県において速やかに公表するものとする。 

  

 

 
【照会先】 
（システムの操作に関して） 
  ＷＡＭ ＮＥＴヘルプデスク（子ども・子育て支援情報公表システム） 
   ℡ 03-3438-0233  (※平日 9:00～17:00) 
 
（その他、制度などに関して） 

内閣府 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付 
℡ 03-6257-1467 
 

（システム運用等に関して） 
  独立行政法人福祉医療機構 情報事業部 WAMNET 振興課 
   ℡ 03-3438-9262 



事   務   連   絡 

令和５年 12月 18日 

 

 

各            認可外保育施設主管部（局）御中 

  

 

  

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 

 

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正等に伴う 

子ども・子育て支援情報公表システム（ここ deサーチ）の改修予定について 

 

認可外保育施設の事業停止命令に係る情報の公表や自治体間の共有については、過去に事業停

止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別のほか、受けたことがある場合にはその処分の内容

等を新たに掲載するためのシステム改修を令和５年度中に予定している旨に関しては、令和４年

９月 14日付「「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について（通知）」

（子発 0914 第１号）にてお示ししてきたところです。 

また、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等

の一部を改正する法律（令和５年法律第 63号）第５条にて、児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号）の一部が改正され、具体的には、同法第 59条の２の２（認可外保育施設における保育サービ

ス内容等の書面掲示義務に係る規定）について、従来、認可外保育施設の設置者が、設置者の氏

名や提供するサービス内容等について、当該施設が提供するサービスを利用しようとする者の見

やすい場所に掲示しなければならないと規定されていたところ、当該書面掲示に加えて、インタ

ーネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならない旨が規定されました（令和６年４月１日

施行。改正内容の詳細は参考資料を御確認ください。）。 

※ 本改正に伴い、認可外保育施設指導監督基準等の通知及び関係法令を改正予定です（いず

れも令和６年４月１日施行）。 

 

そのため、上記の改正事項に対応するため、子ども・子育て支援情報公表システム（ここ deサ

ーチ）へ必要事項を登録できるよう改修する予定です。つきましては、その運用の前提として、

各都道府県が届出を受けた認可外保育施設の情報を、利用者の利便性の向上の観点からも子ど

も・子育て支援情報公表システム（ここ deサーチ）に遺漏なく掲載いただきたく、今後以下の対

応を依頼させていただく予定となっておりますのであらかじめお知らせ致します。 

 

記 

 

１．子ども・子育て支援情報公表システム（ここ deサーチ）改修予定 

   令和５年 12月中 

 

都道府県 

市区町村 

笘谷奈津子(TOMATANINatsuk
テキストボックス
（別添３）



２．改修内容 

  ・事業停止命令・施設閉鎖命令に関する情報の追加 

  ・法第 59条の２の２により掲示が義務付けられているサービス内容等に関する事項の追加 

 

３．各都道府県、市区町村にて実施予定の事務 

  ① 独立行政法人福祉医療機構よりメールで送付される様式を各認可外保育施設へ送付、記

入依頼 

  ② 各認可外保育施設から返送された様式を集約し、必要に応じて修正・追加※１ 

  ③ 事業停止命令、施設閉鎖命令に関する施設情報の確認、追加※２ 

  ④ ①～③を実施後、独立行政法人福祉医療機構へ返送（又はここ deサーチへ直接入力） 

 

※１：全ての届出対象認可外保育施設の情報を記載ください。 

※２：事業停止命令、施設閉鎖命令については、既にバーチャルフォーラム（政府共通

NW/LGWAN 掲示板システム） 内に登録している施設情報も確実に記載願います。 

 

４．３の事務作業実施時期の目安（予定） 

① 令和６年１月上旬頃 

②、③ 令和６年１月上旬頃から２月中旬 

④ 令和６年２月中旬 

 ※令和６年４月１日の改正に合わせ実装完了 

 

 

 

（本件問合せ先） 

こども家庭庁成育局保育政策課 

認可外保育施設担当室 指導係 

電話：03-6858-0133 

メール：ninkagaihoikushisetsu.unei@cfa.go.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考資料） 

● 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）（抄） 

令和６年４月１日施行 

 ※改正箇所の「内閣府令で定めるところにより」については、ここ de サーチに掲載する旨、児童福祉法施行 

規則を改正予定です。 

 

● 児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号）（抄） 

第 49条の 5 法第 59条の２の２第３号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとす

る。 

一 施設の名称及び所在地 

二 事業を開始した年月日 

三 開所している時間 

四 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事

項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のも

のの内容及びその理由 

五 入所定員 

六 保育士その他の職員の配置数又はその予定 

七 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼

児の数が五人以下である施設の設置者にあっては、当該設置者及び職員に対する研修の受講

状況 

八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

十 緊急時等における対応方法 

十一 非常災害対策 

十二 虐待の防止のための措置に関する事項 

十三 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別 

新 旧 

第 59 条の２の２ 前条第一項に規定する施設

の設置者は、次に掲げる事項について、当該

施設において提供されるサービスを利用し

ようとする者の見やすい場所に掲示すると

ともに、内閣府令で定めるところにより、電

気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公

衆によって直接受信されることを目的とし

て公衆からの求めに応じ自動的に送信を行

うことをいい、放送又は有線放送に該当する

ものを除く。）により公衆の閲覧に供しなけ

ればならない。 

 一 設置者の氏名又は名称及び施設の管理 

者の氏名 

二 建物その他の設備の規模及び構造 

三 その他内閣府令で定める事項 

第59条の２の２ 前条第一項に規定する施設の

設置者は、次に掲げる事項を当該施設におい

て提供されるサービスを利用しようとする者

の見やすい場所に掲示しなければならない。 

一 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者   

の氏名 

二 建物その他の設備の規模及び構造 

三 その他内閣府令で定める事項 



子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）（抄） 

 

第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業

者（以下「特定教育・保育施設等」という。）の確認を受け、教育・保育の提供を

開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところによ

り、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報（教育・保育の内容及び教育・

保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子

どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護

者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保する

ために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同

じ。）を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告し

なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところに

より、当該報告の内容を公表しなければならない。 

３～６ （略） 

７ 都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせよ

うとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前

子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育の質及び教育・保育を担

当する職員に関する情報（教育・保育情報に該当するものを除く。）であって内閣

府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情

報について、公表を行うよう配慮するものとする。 

 

笘谷奈津子(TOMATANINatsuk
テキストボックス
（別添４）
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